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14
日
以
内
に
手
続
き
を

　
就
職
や
退
職
、
転
入
、
転
出
時

は
、
14
日
以
内
に
市
役
所
１
階
の

国
民
健
康
保
険
課
で
手
続
き
が
必

要
で
す
。
加
入
時
は
国
民
健
康
保

険
税
の
口
座
振
替
手
続
き
も
必
要

と
な
り
ま
す
。

【
加
入
手
続
き
が
必
要
な
場
合
】

▼
退
職
な
ど
で
社
会
保
険
な
ど
の

資
格
が
な
く
な
っ
た
人

　
①
社
会
保
険
の
任
意
継
続
に
加

入
す
る
人
②
社
会
保
険
に
加
入
中

の
家
族
の
被
扶
養
者
に
な
る
人
③

国
民
健
康
保
険
に
加
入
す
る
人
。

　
①
②
は
勤
務
先
な
ど
へ
。
③
は

通
帳
と
通
帳
の
届
け
出
印
（
ま
た

は
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
）、本
人
確

認
書
類
、
健
康
保
険
資
格
喪
失
証

明
書
を
持
っ
て
同
課
へ
。

▼
川
西
市
に
転
入
し
た
人

　
転
入
手
続
き
後
に
通
帳
と
通
帳

の
届
け
出
印
（
ま
た
は
キ
ャ
ッ

シ
ュ
カ
ー
ド
）、
本
人
確
認
書
類

を
持
っ
て
同
課
へ
。

【
脱
退
手
続
き
が
必
要
な
場
合
】

▼
就
職
し
た
人

　
新
た
に
加
入
し
た
社
会
保
険
の

保
険
証
と
国
民
健
康
保
険
証
、
本

人
確
認
書
類
を
持
っ
て
国
民
健
康

保
険
課
へ
。

▼
市
外
へ
転
出
す
る
人

　
転
出
手
続
き
後
に
国
民
健
康
保

険
証
と
本
人
確
認
書
類
を
持
っ
て

同
課
へ
。

離
職
後
の
申
請
で
国
保
税
軽
減

　
勤
務
先
の
倒
産
や
解
雇
、
雇
い

止
め
で
離
職
し
た
人
は
、
国
民
健

康
保
険
税
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　
軽
減
を
受
け
る
に
は
申
請
が
必

要
で
す
。
対
象
は
①
雇
用
保
険
の

特
定
受
給
資
格
者
（
倒
産
・
解
雇

に
よ
る
離
職
な
ど
）
②
雇
用
保
険

の
特
定
理
由
離
職
者
（
雇
い
止
め

に
よ
る
離
職
な
ど
）
―
と
し
て
失

業
給
付
を
受
け
る
人
で
す
。
軽
減

期
間
は
、
離
職
日
の
翌
日
か
ら
翌

年
度
末
ま
で
（
雇
用
保
険
の
失
業

等
給
付
を
受
け
る
期
間
と
は
異
な

る
）。
更
新
手
続
き
は
不
要
で
す
。

　
右
記
に
該
当
せ
ず
、
会
社
都
合

で
の
退
職
や
自
営
業
の
人
が
休

業
・
廃
業
し
た
場
合
な
ど
、
国
民

健
康
保
険
税
を
減
免
で
き
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

　40 歳以上（４年３月 31 日時点）の国民健康保険加入者
を対象に、人間ドック費用の７割（上限２万 4,000 円）を
助成します。対象は次の①～③を全て満たす人。①特定健
康診査の検査項目が全て含まれている②国民健康保険税を
滞納していない（分割納付中の人は要相談）③２年度に人
間ドックの助成を受け、保健指導の対象になり、その保健
指導を受けて終了した（一部服薬している場合を除く）。
　助成金の手続きは、人間ドック受診後に保険証と振込先
口座（受診者名義）が分かるもの、領収書、検査結果を４
年５月末までに市役所１階の国民健康保険課へ持参してく
ださい。なお、同一年度内に助成を受けられるのは、特定
健診か人間ドックのうち１つです。
　市立川西病院や保健センター、協立病院、ベリタス病院
で予約した場合、予約日の２週間前までの申請で助成券を
交付可。保険証を同課へ持参してください。

　国民健康保険制度では、医療機関や調剤薬局での支払い
を自己負担限度額までにする認定証を交付しています。受
診者の保険証を市役所１階の国民健康保険課に持参し、事
前に手続きが必要です。ただし、国民健康保険加入者で国
民健康保険税に滞納がある場合は発行できない場合があり
ます。また、70 歳以上の国民健康保険加入者のうち住民
税課税世帯で２割負担の人は、高齢受給者証の提示で自己
負担限度額までの支払いになるため、手続きは不要です。
　３割負担の人は、所得によって手続きが不要な場合と認
定証が交付できる場合があるので同課へ問い合わせてくだ
さい。後期高齢者医療制度に加入している人の認定証交付
について、詳しくは 12 ページへ。

出産時に窓口の
支払いを軽減します

医療機関・薬局の
支払いを上限額までに

　出産育児一時金を国民健康保険が直接医療機関へ支払う
ことで、退院時に窓口で支払う金額を軽減できます（直接
支払制度）。金額は 40 万 4,000 円（産科医療補償制度（※）
に加入している機関を利用した場合は 42 万円）。出産費用
が一時金に満たない場合は、市役所１階の国民健康保険課
で申請すると差額を受け取れます。直接支払制度が使えな
い医療機関などで出産する場合は、出産前に同課へ。
（※）産科医療補償制度は、分

ぶんべん

娩に関連して重度脳性まひ
になった子どもとその家族が対象。子どもの５歳の誕生日
までに申請してください。補償対象など詳しくは出産予定
の病・医院へ。

します
　出産育児一時金を国民健康保険が直接医療機関へ支払う
ことで、退院時に窓口で支払う金額を軽減できます（直接

の
上限額までに

　40歳以上（４年３月 31 日時点）の国民健康保険加入者

人間ドック費用の
７割を助成します

問い合わせ　国民健康保険課　 072（740）2006

がん検診が無料です
医療機関の窓口に国民健康保険証を提示すれば、下記の

がん検診を無料で受診できます。保健セ
ンター 072（758）4721 か指定の医療機
関に予約の上、受診してください。
　指定の医療機関は、３月末に全戸
配布する右の ｢かわにし健康づくり
BOOK」と市ホームページに掲載して
います。なお、受診当日に、国民健康
保険の加入者でなくなっている場合
は、無料での受診はできませんので
注意してください。
　また、子宮頸

けい

がん・乳がん検診で市の無料クーポン券を
持っている人は、併せて提出してください。
▷ 40 ～ 74 歳の人―肺がん、大腸がん、胃がん、子宮頸が
ん（女性のみ）、乳がん（女性のみ。隔年度受診）
▷ 50 ～ 74 歳の男性―前立腺がん

問い合わせ　国民健康保険課　 072（740）1170

国
保
の
加
入
・
脱
退
と
税
の
軽
減

生
活
の
変
化
が
多
い
４
月
は
手
続
き
忘
れ
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い

国民健康保険の

手続きと助成 の案内

４月に多い手続きと特定健診・人間ドックの助成など

健診や医療の

費用を助成します

国保加入者の皆さんへ

　郵送での手続きや手続きを別世帯の親族が行う
場合、本人確認書類の詳細など詳しくは市ホーム
ページ（右の２次元コードからアクセス可）へ。

　40 ～ 74 歳の国民健康保険加入者に、次の日程で３年度
特定健康診査受診券を送付します。
　１～４月生まれの人と年度内に 75 歳に
なる人は４月中旬、５～８月生まれの人は
６月中旬、９～ 12 月生まれの人は８月中
旬に発送。受診できる医療機関など詳し
くは同封のリーフレット（右）で確認し
てください。
　上記の時期よりも早期に受診を希望す
る場合や、３年４月以降に国民健康保険
に加入する人で受診を希望する場合は国民健康保険課へ。
なお、同一年度内に助成を受けられるのは、特定健診か人
間ドックのうち１つです。

特定健診が無料です

特定健診は、生活習慣病の原因であるメタボ
リックシンドロームに着眼した健診で、体重

や腹囲測定の他、血中の中性脂肪やコレステロールの量な
どを検査します。日本人の死因の半数以上を占めるがんや
心臓病、脳血管疾患などの生活習慣病は、自覚症状が出に
くく、症状が出た時には既に重症ということも少なくあり
ません。毎年健診を受けることで早期に異常に気付くこと
ができ、予防に取り組めます。年に 1回受診してください。

特定健診

市ホームページ
はこちら


